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石木川の河川開発調査K関する覚書

長崎県東笹杵郡川欄町字川原郷、岩屋郷、木場郷｛以下「甲J

という。｝と長崎県（以下「乙 Jという。）は石木川の河川開

軍造調査K闘し次のとbb覚書を取bかわす。

第 1条 乙は、甲の同意を得て、石木川の河川開発のための地

質調蓋｛ポーりング 5？＂所、地震波試験 B~所） :li;-よびその

周辺白地形測量を実施するものとする。ただし、調査内容を

変更する場合はあらかじめ甲の了解を得なければ念らまい。

tc :li;-、調査のため、物件K損傷をるたえた場合は、甲、乙

話合hの上処適するとととする＠

第 2条 乙は地質調査等開始。時期を予め甲κ明示し且、地質

開査完7の予定時期を甲陀明らかにするものとする。

’13条 乙は地質調査の公表説明白時期を甲κ明らかにし、若

し、地質調査が単年度に終らない場合甲が要求するときは、

中間調査続混在公表説明するものとする。

第4晶 乙が聞書画艦長・4・ltGI必要が生じたときは、改めて

甲と働輸の上、容面舵主る同意を受け食後着手ナるものとす
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甲と乙はとの覚書を臓意履行するための合意の証として本書

5通を作成し配名様印の上立会人を含め各々その 1通を保有す

る本のとするc
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甲 東彼杵郡川棚町川原郷総代 II f綿織
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石木川の河川開発問査に闘する覚書

川棚町川原郷、岩屋郷、 bよぴ木場郷（以下甲とい争）と

川棚町長（以下乙という）松長崎県が行う石木川の河川開鎗

調査に関し、次＠と事t！＞覚・を取’かわす。

第 1条

石木川の河川開発調査に関して甲と長崎県知事との聞に

取 bかわされた覚ーーはあ〈まで甲（地元民｝の理解の上舵

作業が進められるととを基調とするものであるから、若し

長崎県が覚魯＠精神に反し独断専行或いは強制執行等の行

為に出た場合は乙は総力を挙げて反対し作棄を阻止する行

動をとるととを約束する。

第£条

甲と長崎県知事との聞に取担かわされた覚．第 Z条によ

って、甲によって代表される地元関係者の完全な理解が成

立してダム建設が行われるととに在った場合は、長崎県は

部繕宛枠以来の畏旬、歴史と伝統と連帯が寝底から.えされ

るととに患いを致し、甲の将来に対する不安を解消するた

め土木節以外の視線の協力も待て生活環境の整備等に万全

＠便宜供与を行令とと、ま食事量廃業を余儀な〈されるので

現在の安定した生活からー伝して不幸容に磁るととの左ゅよ

今、必要注肉きには Mt踊棋の隣縫を含めて巾広刷費量情のある

充分た補償の方途が湖じられるとと以上について、乙は甲

の立場。亡立って長崎県に折衝しその実現に協力するものとする。

第 3条

甲は長崎県知事の誠意と人間性を深〈儒額し乙の協力を

碕偏して、石木川の河川開発調査に関する甲と長崎県知事

との聞に取タかわす覚・ 4'C調印するととを約束する。

甲と乙はとの覚・を緩怠をもって履行する匠として本書 4

通を作成し、記名主主印の上各々その 1通を保著するものと

する。

晒和＂ 7年甲月 2 9 日
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